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長寿支援課からのお知らせ

１．老人福祉法に基づく届出様式等について

１ 老人居宅生活支援事業の届出について

次の居宅サービスを実施するには、介護保険法に基づく指定申請等とは

別に、老人福祉法に基づく各種届出が必要です。

２ 老人福祉施設（老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介

護支援センター）の届出について

次の老人福祉施設を設置するには、介護保険法に基づく指定申請等とは

別に、老人福祉法に基づく各種届出が必要です。

３ 事業と施設の区分について

(1) 事業

特別養護老人ホーム等に併設され、設備が以下の「(2)施設」の要件を

満たさない場合は「事業」として取り扱います。

(2) 施設

開始 変更 廃止・休止 再開

・訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・第１号訪問事業

・通所介護

・地域密着型通所介護

・（介護予防）認知症対応型通所介護

・第１号通所事業

老人短期入所事業 ・（介護予防）短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業 ・（介護予防）小規模多機能型居宅介護

認知症対応型老人共同生活援助事業 ・（介護予防）認知症対応型共同生活介護

複合型サービス福祉事業 ・複合型サービス

届出の時期及び様式
老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名

老人居宅介護等事業

老人デイサービス事業
予め

様式第9号

変更から
１月以内

様式第10号

廃止（休止）
の１月前
までに

様式第11号

再開次第
遅滞なく

様式第12号

設置 変更 廃止・休止 再開

・通所介護

・地域密着型通所介護

・（介護予防）認知症対応型通所介護

・第１号通所事業

老人短期入所施設 ・（介護予防）短期入所生活介護

届出の時期及び様式
老人福祉法上のサービス名 介護保険法上のサービス名

老人デイサービスセンター 予め
様式第13号

変更から
１月以内

様式第18号

廃止（休止）
の１月前
までに

様式第20号

再開次第
遅滞なく

様式第21号
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ア 老人デイサービスセンター

基本的なものを専用の設備により提供している場合は、独立した

「施設」として位置づけます。

イ 老人短期入所施設

「短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の施設として

有する」かつ「独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有

する」場合は、「施設」として位置づけます。

４ 老人福祉施設（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム）の届出について

社会福祉法人が、次の老人福祉施設を設置するには、老人福祉法に基づ

く認可を受けることが必要です。

５ 各種届出様式について

下関市ホームページよりダウンロード可能です。

（URL:https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/40/3569.html）

【市ホームぺージ掲載場所】

下関市ホームページトップページ（https://www.city.shimonoseki.lg.jp）

内のサイト内検索から

「老人福祉法に基づく届出様式等について」で検索

６ 届出先（問い合わせ先）

〒750-8521 下関市南部町１番１号

下関市福祉部長寿支援課 施設係

ＴＥＬ ０８３－２３１－１１６８

ＦＡＸ ０８３－２３１－１９４８

設置 変更 廃止・休止 再開

届出の時期及び様式
施設名

養護老人ホーム
予め

様式第16号
予め

様式第19号

廃止（休止）の
１月前までに
様式第23号

再開次第
遅滞なく

様式第24号
特別養護老人ホーム

予め
様式第17号
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生活支援課からのお知らせ

１．生活保護受給者が介護サービスを受ける場合は

生活保護受給者が介護サービスを受ける場合には、担当ケースワーカーと事

前に協議が必要となりますので、必ずご連絡をお願いします。

２．受給者番号についてのお願い

介護券連名簿に記載された受給者番号で国民健康保険団体連合会へ介護報酬

の請求をしていただくようになっていますが、誤った受給者番号を使用して介

護報酬を請求されている事例が多く見受けられます。

介護報酬を請求される際には、今一度介護券連名簿に記載されている受給者

番号を確認して、請求するようにお願いいたします。

なお、介護券連名簿に名前の記載がない場合は、担当ケースワーカーにご連絡

をお願いします。

【受給者番号の誤り例】

・「医療券」の受給者番号を使用

（多くの場合、医療と介護では、違う受給者番号を使用しています）

・「ケース番号」を使用

・受給者番号が変わっているにも関わらず、古い受給者番号を使用

３．暫定ケアプランについて

要介護認定を新規（区分変更）申請した方が、認定結果が出る前に、緊急的

に 介護保険サービスを利用する事が必要な場合に、暫定的にケアプランを作成

することがありますが、生活保護法上、暫定ケアプランは介護扶助の対象とな

っていませんので、ご留意ください。

※生活保護の場合、暫定ケアプランは介護扶助の対象外です
（生活保護法 第15条の2）
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生活保護受給中の方の暫定ケアプランによるサービス利用は、原則認められ

ていません。ただし、下記の「やむを得ない理由」に該当する場合に限っては、

暫定ケアプランによるサービス利用を可能としています。

【やむを得ない理由】

① 従前は同居人からの介護を受けていたため、要介護認定の申請を行わずにい

たが、介護を行う同居人に病気等の介護が行えない事由が生じ、急遽事業者

による介護サービスが必要となった場合

② 要介護認定の決定が通常想定される事務処理期間(1 ヶ月間)を著しく越えて

いて、かつその認定の結果を待っていては著しく要介護(支援)者の身体の状

況が悪化すると思われる場合

③ その他すみやかに介護扶助を行う必要があると保護の実施機関（福祉事務所）

が認めた場合

暫定ケアプランによるサービス利用が必要な事例が発生した場合

は、下関市福祉事務所で個別に検討する必要がありますので、担当

ケースワーカーにご相談ください。

※事前に相談がなく、見込んだ要介護度より低く認定された場合、限度額を超

過する部分の費用については、介護扶助では対応できませんのでご注意くださ

い。

４．生活保護法による介護機関の指定・廃止等について

（１）指定について

介護機関について、平成２６年７月１日以降に介護保険法における指定又は

許可があったときは、その介護機関は、生活保護法第５４条の２第１項の指定

を受けたものとみなされます。（以下、「みなし指定」という。）ただし、当該介

護機関（地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。）があらか

じめ、別段の申出をしたときはこの限りではありません。

ただし、平成２６年６月３０日以前に介護保険法での指定を受けかつ生活保

護法の指定を受けていない介護機関については、みなし指定の対象とはならず、

生活保護法の指定を受けようとする場合は、申請が必要となります。

（平成 13 年 3 月 29 日社援保発第 22 号）｢生活保護法による

介護扶助の運営要領に関する疑義について」問 14 による）
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（２）廃止について

生活保護法指定介護機関の廃止の届出が必要です。

ただし、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設については、法

第５４条の２第２項の規定による指定を受けたものとみなされるため、届出は

不要です。

また、みなし指定された介護機関については、廃止の届出は不要です。

（３）変更・休止・再開・辞退について

すべての介護機関で、生活保護法指定介護機関の届出が必要になります。

今後とも、指定介護機関介護担当規程及び介護方針告示に従って、

法による介護サービスを適切に提供していただくようお願いいたし

ます。

下関市福祉事務所 生活支援課 給付係

（TEL083-231-1172 FAX083-231-1736）
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建築指導課からのお知らせ

自宅等を改修して新たに介護保険サービスの提供を行う事業所又は施設の開

設を検討している場合に、使用用途によっては認められない場合もありますの

で、介護保険課のみでなく、建築指導課への事前相談もお願いいたします。

⇒問い合わせ先

〒750-8521 下関市南部町１番１号

下関市都市整備部建築指導課

ＴＥＬ ０８３－２３１－１３８０
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例：デイサービスの場合
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都市計画課からのお知らせ

都市再生特別措置法による「下関市立地適正化計画」が令和７年６月に改定

され、それに基づく事前届出制度も変更されました。

介護保険サービスにおいては、下記のサービスに係る施設を移転又は新規開

設する場合に事前に届出が必要となる場合がございます。次頁からの資料を参

考に、事前に都市計画課への相談をお願いいたします。

１．通所介護

２．（介護予防）通所リハビリテーション

３．地域密着型通所介護

４．（介護予防）認知症対応型通所介護

５．（介護予防）小規模多機能型居宅介護

６．看護小規模多機能型居宅介護

７．第一号通所事業

〇届出に関する詳しいお問合せ先

下関市都市整備部都市計画課（計画係）

下関市ホームページ「下関市立地適正化計画」で検索
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窓口受付時間の変更について

市報しものせき令和８年３月号に掲載されておりますが、市役所の窓口受付

時間が令和８年６月１日より変更となります。

職員の勤務時間は変わりませんので、電話での対応時間については変更はあ

りません。なお、窓口受付時間の変更による窓口での対応方法について、変更

がありましたら、別途お知らせいたします。

※https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/11/143541.html

〇現在：８時３０分～１７時１５分

↓

〇変更後：９時００分～１６時３０分
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介護労働安定センター事業案内
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下関労働基準監督署からのお知らせ
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